
相談窓口一覧

電話番号 担当地域（お客様の主たる営業所在地）

保証相談一課 078-393-3909 神戸市中央区

保証相談二課 078-393-3913 神戸市東灘区、灘区、北区

保証相談三課 078-393-3916 神戸市兵庫区、長田区、須磨区

保証相談四課 078-393-3915 神戸市垂水区、西区、明石市、三木市

保証相談一課 06-6411-4146 尼崎市（北部を除く）

保証相談二課 06-6411-4147
尼崎市（北部に限る）、伊丹市、宝塚市、
川西市、三田市、川辺郡

保証相談三課 06-6411-4156 西宮市、芦屋市

保証相談一課 079-289-3611 姫路市（区部を除く）

保証相談二課 079-289-3612
姫路市（区部に限る）、相生市、赤穂市、宍粟市、
たつの市、神崎郡、揖保郡、赤穂郡、佐用郡

0796-22-5171 豊岡市、養父市、朝来市、美方郡

0799-22-4493 洲本市、南あわじ市、淡路市

0795-22-6755
西脇市、小野市、加西市、篠山市、
丹波市、加東市、多可郡

079-424-1105 加古川市、高砂市、加古郡
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三菱重工業㈱神戸造船所再編問題相談窓口を設置 
～影響を受ける中小企業者への相談体制を強化 ～ 

  

 三菱重工業株式会社が神戸造船所での商船建造から平成 24 年に撤退することを受けて、

経営が厳しくなった中小企業者から資金繰り等の相談が寄せられることが予想されるため、

当協会は、平成 22 年 7 月 28 日付で「三菱重工業㈱神戸造船所再編問題相談窓口」を設置

しました。 

 当協会は、撤退により影響を受ける中小企業者からの相談について、より一層親切・丁

寧な対応を心がけてまいります。 

 同社や同社の協力会社等と取引があることから売上減少等の懸念があり、新たな保証を

受けたい、保証付既往借入金の返済負担を抑えたい等のご相談がありましたら、お気軽に

相談窓口にお問い合わせください。 

 なお、相談窓口は下記のとおりとなっています。 

 

  

信用保証トピックス② 
（平成２２年８月） 


